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国土審議会計画部会第３回持続可能な国土管理専門委員会 

 

       平成17年11月18日（金）18：00～20：00 

       国土交通省１１階共用会議室 

 

                  開  会 

 

○事務局 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、国土審議会計画部会第３回

持続可能な国土管理専門委員会を開催いたします。 

 先生方には、お忙しい中、またこのような時間、恐縮でございますけれども、お集まり

いただきましてどうもありがとうございます。本日は、ご欠席の委員は、麻生委員、磯部

委員、辻本委員、星野委員でございます。 

 まず、お手元の資料の確認をさせていただきます。議事次第、座席表のほか資料が１か

ら４まで、それから参考資料が１と２でございます。それから資料の作成が、調整が間に

合わなかったのですが、後藤委員から、本日の議題に関しましてペーパーをご提出いただ

いておりますので、ご確認ください。 

 それでは、以下の議事につきまして、委員長にお願いいたします。 

○委員長 夜分遅くありがとうございます。それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 お手元の議事次第にございますように、本日の中心的なテーマは２つございまして、

「森林の国民的経営と選択的管理」、「農用地の国民的経営と選択的管理」、この２つの

テーマでございます。 

 最初に、「森林の国民的経営と選択的管理」について、事務局から資料説明をお願いし、

その後、先ほど紹介がございました、別紙になっている後藤委員からのご説明を併せて伺

いたいと思っております。 

 それでは、事務局の方からお願いいたします。 

○事務局 それでは、早速ですけれども、資料の２をごらんくださいませ。 

 「森林の国民的経営と選択的管理」でございます。これはこれまでの資料とちょっと違

いまして、大分書き込みをしてございます。全体の資料を、まず簡単に構成を申し上げま

す。 

 まず第一に、人と森林とのかかわり合い、いろんな側面でかかわりがあるということが

まずありまして、２ページにまいりまして、その森林の担い手である森林の状況、それか

ら３ページにまいりまして、その森林管理の大変重要な担い手である林業の状況、３ペー

ジの下の方で、さはさりながら、適切な管理がなされない森林の増加という観点について

の議論の展開、それから４ページにまいりまして、諸状況が変化しているというところを

確認してフォローしたいということでございます。６ページにまいりまして、以上のいろ

んなことを考えながら、今後の人と森林との関係の望ましいあり方いかんということでご

ざいまして、基本的な考え方、それから、そういうふうな中での森林の国民的経営、ある

いは森林の選択的管理の考え方についてどう考えたらよいかという構成でございます。 
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 もう一遍冒頭のページに戻っていただきまして、文字の量が多いのではしょってご説明

させていただきます。 

 まず第一に、森林と人とのかかわり合いですけれども、住居や道具とか、日用品とか、

船とか、社寺とか、城郭とか建物の利用、あるいは燃料や資材としての森林、木材という

こと、それから土砂の流出や洪水の発生を防ぐ機能があった。多面的な機能があって、特

に二酸化炭素の吸収源及び貯蔵庫としての森林の役割が重要になっている。それから里山

林や都市近郊林の重要性、それから、いわゆる鎮守の森のようなものの価値、さらには魚

つき林や船舶の航行目標となっている森林、様々な面で森林と人とのかかわり合いがある。 

 ２ページにまいりまして、「森林・林業の状況」、これはこれまでにご紹介した知識が

大半でございますけれども、確認的に記述してございます。我が国の森林が白神山地や屋

久島のような原生的な森林をはじめ、人工林や里山林など様々な森林が分布している。国

土の７割が森林である。そのうちの天然林の面積ですけれども、森林全体の約５割であっ

て、そのうちの約７割は広葉樹である。かつ若い森林は比較的民有林に多く、それが大体

広葉樹林である。それから古い天然林は奥地の国有林に広く分布している。このような森

林が保安林や自然公園として保護されているということです。 

 それから人工林の大部分が針葉樹でありまして、戦中・戦後の荒廃森林への植林ですと

か、高度成長期における拡大造林、こういうふうなことで時代の要請に応じて進められて

きたものの結果だということです。 

 それから森林の面積は変わっていませんけれども、森林の蓄積は年々増加している。特

に成長の早い針葉樹の人工林の蓄積が全体の６割である。総じてこれまでの努力の結果、

木材資源は今利用期を迎えつつあるというふうに言えると思います。 

 それから森林のいろんな機能に応じた管理を進めるということで、森林法に基づきまし

て「水土保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循環利用林」、３つに区分しまし

て、区分ごとに望ましい施業が実施されている。 

 それから森林の担い手である林業の状況ですけれども、大変採算性は悪化しておって非

常に低迷、停滞している。森林の育成がそもそも非常に長い年月を要するものでありまし

て、植栽当時は経済価値も見込めた針葉樹の人工林でありましたけれども、現在のところ、

価格が低下して採算がとれない状況になっている。 

 それから林業生産活動の停滞というのは、伐採後適切に造林されない森林ですとか、間

伐などの適切な手入れがなされないというふうな状況であります。それから林業就業者に

ついては減少、それから高齢化が進んでおりますけれども、並行して新規就業者も大体年

間２，０００程度で推移している。しかしながら、その定着の促進が課題であるというこ

とでございます。 

 それから３番にまいりまして、適切な森林管理がなされない森林の増加の懸念というの

はどういう様相かということを展開してみたものでございます。我が国におきまして、古

くから人々の暮らしと森林や木材と深い関係を持ってきているということで、国民は森林

を身近な存在として感じてきたということだというふうに思っているのですけれども、次

のページにまいりまして、都市への人口集中ですとか、ライフスタイルの変化ですとか、

あるいは林業の採算性の悪化ということから、人々と森林との関係が疎遠になってしまっ

たということで、森林に対して関心や投資が向かなくなって、林業生産活動の低迷と相ま
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って適切な管理がなされていないということであります。 

 このパラグラフは、いろいろぐじゃぐじゃ書いてあるんですけれども、実は非常に苦労

したパラグラフでありまして、何で森林の適切な管理がなされないのが問題なんだという

ところを国民がうまく共有できるような考え方というんですか、コンセプトというんです

か、そういうものをどういうふうに打ち出したらいいんだろうかというところを非常に悩

んだ結果でありますので、このあたり、ぜひご示唆いただければと思います。 

 それから適切な管理がなされない森林が何でいけないかということなんですが、地表に

太陽光が届かなくなって下草が枯れてしまって土壌が露出して、雨によって土壌が流れや

すくなってしまうとか、あるいはモヤシのようなひょろひょろの状態で風や雪に非常に弱

くなってしまって、すぐに倒れてしまうということで、こういうふうな段階に至ってしま

いますと、これを健全な状態に復元するのに今日やれば５０万円で済むところが、しばら

く経てば、もっと多くのお金がかかるようになるということで非常に困った状態だという

ふうに認識しております。 

 それから里山林の観点ですけれども、地域住民によって維持管理されてきたわけですけ

れども、薪炭林としての利用が非常に減ったということで、現在となっては藪が繁茂して

おって、ササや竹が繁茂している。結局、人の入り込みを拒むような森になってしまって

いて、人と森との距離が非常に遠くなっている。そういうふうな管理されていない森林に

は、結局、廃棄物の不法投棄の温床になりがちであるということでございます。 

 以上、適正に管理されない森林の増加をどう考えたらよいのかということですが、これ

は採算性悪化に伴う経営意欲減退の結果であるというとらえ方で十分なのか、あるいはち

ょっと気負っていますけれども、従来の人と森林との関係の再構築が求められているとい

うふうに考えるべきなのではないかということであります。 

 それから４番にまいりまして、今後のことを考えながら、諸状況がどう変化しているか

ということですが、４ページから５ページにかけまして、海外から輸入していると。自給

率は２０％になっているわけですけれども、国内に利用可能な木材資源を温存しておきな

がら、海外の木を切りまくるということはどういうことかというふうな声も出てきている。 

 それから二酸化炭素の吸収源、炭素の貯蔵庫としての森林の機能というのは非常にクロ

ーズアップされている。しかしながら、このままでは国際社会に対する約束である基準年

の排出量に比べて３．９％減らすという約束も果たせない見込みである。 

 それから、森林の認証とかラベリングの取組がどんどん行われておりますけれども、こ

ういう中で環境保全に配慮した森林経営に対する消費者の理解が深まることが期待される。

違法に伐採された木材を使用すべきでないという機関が確立して木材供給の構造に変化を

与える可能性もある。 

 それから、先ほどもご紹介しましたように、我が国の森林資源が人工林を中心に利用可

能な状態になりつつあるということと、意欲的な森林所有者ですとか森林経営者、あるい

は上下流が一体となったいろんな活動、このようなものがふえているということ。さらに

は零細経営体の集約化が進んで、林業経営体の体力が高まるということも期待される。こ

れはよい側面がいろいろあるんじゃないかということです。 

 それから、これまでも議論しましたように、水と緑のネットワークですとか、良好なラ

ンドスケープの形成に当たって、森林というのは非常に重要な役割を果たしている。ある
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いは木質バイオマスの期待も高まっているということです。 

 ６ページにまいりまして、今後の人と森林の関係の望ましいあり方いかんということで

あります。 

 何点かありますけれども、循環型社会を構築するということから、基本的に国内の森林

資源を頑張っていっぱい使うべきではないかというベクトルがあります。もちろん、この

ような場合に、消費者に木材は国産材をもっと使いましょうというふうに促すということ

ともに、林業や木材産業の構造改革も行わなければいけませんねと。それから地球温暖化

防止の観点からも、森林施業をより活発化しなきゃいけないのではないかというベクトル

があります。 

 それからもう一つは、市民や企業の関心が高まっているですとか、ＮＰＯやボランティ

アが山に入っているということで、こういうふうな傾向をどういうふうに考えたらよいか。

今後確実に大きなうねりとなるのだろうか。ぜひ、こういうふうなうねりの中でより多く

の民間の資源が森林にも投入されるようにならないだろうかということであります。 

 さはさりながら、立地条件から採算性がとれず、どうしても林業生産活動により、従来

なみの施業ができないというところについて、公的な支援を念頭に置きながら、省力的な

施業と続けて、長期的には天然林の近い状態に戻すことも検討すべきなのではないかとい

うことです。 

 以上のような考え方に基づきまして、森林の国民的経営というものを、どうコンセプト

をくみ上げて実際にどういう政策につなげていくのかと。これも各省横断的な国家的なプ

ロジェクトみたいなものとしてどう現実化していくというところにこれから落とし込んで

いかなければならないわけですけれども、そのためのいろんなご示唆をいただきたいとい

う思いで以下の論点を掲げております。 

 まず国民的経営というのは、人と森との関係のあり様を写すものなのだろうと。森林を

生業としている者を核として、その上でＮＰＯやボランティア、いろんなふれあいを求め

る人たちとか、森林のインストラクターとか、技術者とか、あるいは森には行けないけれ

ども、資金提供で貢献できるとか、あるいは森林管理に貢献できる法人とか学校とか、い

ろんな方法で森林にかかわることができるようなシステムをどうつくり上げたらよいだろ

うかということです。 

 この場合に、ご存じのように、森林の作業というのは非常に危険性の高いものであると

いうことに十分留意する必要があろうということです。それから森林所有者のいわゆる責

務でありますけれども、私有林におきまして、森林所有者は、自ら施業できないという場

合には、施業を円滑に委託するなど、所有する森林を適切に整備・保全にする責務を負う。

これは森林林業基本法の書き方ですけれども、意識すべきではないかということです。そ

れから、やはり資金が大事ですので、コストも含めてどういうふうに国民が参加するシス

テムをつくるのだろうか。それから国及び地方公共団体のシステムの役割は何だろうかと

いうことであります。 

 論点は整理されないのは自覚しているのですけれども、ぜひ、このあたりをご議論いた

だいて国民的経営の実現に向けた道筋をご示唆いただければと思います。 

 それから国民的経営と相まって、あるいは国民的経営の一つの側面としての森林の選択

的管理ということですが、これをどのように考えればよいかということであります。森林
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の国民的経営のための資源は、他の産業と同様に極めて限られているわけでありまして、

こういう中で、既にある森林を次世代にどういうふうに受け継いでいくのかという持続的

可能性の観点から森林をどう考えるのか。何らかの選択と集中は必要であろうということ

であります。人と森林との関係の再構築の観点からどういう選択と集中が適切であるのか。

例えば、意欲のある林業経営体により多くの資源を今後集中すべきではないかといった観

点があろうかと思います。 

 それから木材生産を維持できるところは維持するわけですけれども、それが困難な場合

には、徐々に針広混交林など、より自然に近い経営体の森林に誘導する政策をとっていく

べきではないかということであります。 

 それから、森林というのを画一的に考えるのではなくて、環境に配慮しながら木材を効

率的に生産するとか、あるいは水源涵養や国土保全、あるいは空間を利用する、あるいは

身近な自然を体験する等々、多様な森林管理を行うのが大事であって、これがひいては効

率的かつ効果的な森林の管理経営につながるのではないかということです。 

 それから、一部に針葉樹の人工林は一律に画一にはだめで、広葉樹林がいいんだという

ふうな議論もあるようでありますけれども、必ずしもそうではないのではないか。健全な

森林をつくっていくという観点でどちらも社会的な価値は大事であって、そういうふうな

価値観を養成していく必要があるのではないかということであります。森林の選択的管理

というコンセプトをどのように考えるのか、それをどういうふうに打ち出していくのかと

いうところについてご議論いただければというふうに思います。 

 それから、関連する資料をざっとお目通しいただければと思います。 

 参考資料１でございますけれども、基礎的な資料がずっと並んでおりまして、県別の森

林率、人工林率、あるいは森林の多面的機能、３ページにまいりまして、やはり多面的な

機能のまんが、それから４ページにまいりまして、保安林の状況、それから５ページにま

いりまして、国民が森林に期待するもの、６ページにまいりまして、林業の状況、この６

ページの下のフローチャートを見ますと出口がないんですね。これは林業白書からの抜粋

ですけれども、こういうふうなものが参考になればと思います。 

 ７ページにまいりまして、林業の現状（林業就業者）の観点であります。８ページにま

いりまして、森林の新たな活用ということで、ごらんのような事例を掲げました。９ペー

ジにまいりまして、私どもで昨年度森林管理の現況把握に関する調査を行いまして、イコ

ノスの衛星画像を用いて、空から管理がうまくできていない森林をうまく把握できないか

という調査を行ってみたんですけれども、手法自体はいいんですけれども、これを６０カ

所しかできませんでしたので、そうしますと非常に精度が悪いということで、下に書いて

ありますが、対象とした森林面積の推定なのですけれども、非常にレンジが広くなってい

て、ちょっと実用化はなかなか難しいんじゃないかということでありました。 

 １０ページにイコノスの映像、それから現地で踏査した実物というふうな対比を行って

おります。衛星画像で大体見当をつけて現場に行って確認するという作業を行ったわけで

あります。１１ページも同様であります。 

 それから１２ページ以降、整理されておりませんけれども、国民的経営になり得る事例

ということで、これも林業白書からの抜粋ですけれども、いろんな事例、非常に興味深い、

これから私どもこれをある程度深堀して参考事例を把握していかなければいけないと思っ
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ておりますけれども、掲げております。これをたくさんやっております。 

 それから次の１７ページに、これも参考事例なのですけれども、ニューヨークテロの後、

ブッシュ政権がＵＳＡ Freedom corpsという、国家的なボランティア運動みたいなものを

始めたようでありまして、これに登録して２００４年にボランティアに従事したアメリカ

国民は何と６，４５０万人に上るということだそうであります。一つの参考になればとい

うことで、何に従事するかというと、国土の治安保持とか、コミュニティの支援とか、国

際援助とかというものに、若い人が中心なのですけれども、このように参加するというス

キームが動いているようであります。 

 次のページも、これも国民的な経営の参考になればということでつけてみました。国際

な災害の緊急援助を行うＮＧＯを支援するための一つの仕組みとしてジャパン・プラット

フォームというのができておりますけれども、ごらんのようなスキームでＮＧＯが活動す

る支援を行っている事例でございます。 

 それから京都議定書の目標と森林吸収源対策の必要性につきまして、参考の資料を添付

しております。後ろから２枚目をごらんいただきますと、３．９％達成するのに必要な事

業量が金額ベースで追加的に２，０００億という数字も出ているようであります。 

 以上、簡単でございますが、参考資料についてご紹介いたしました。ありがとうござい

ました。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、続きまして、別紙、一番最後の方に資料

がございますが、後藤委員にご用意いただいた資料でございます。これについて、後藤委

員の方からご紹介いただけますでしょうか。 

○委員 ご参考になればと思って用意した別紙でありますが、私が申し上げたいのは、森

林また材木、こういったようなものを経済財としてずっと見続けている、この悲しい現実

が今のこんなことをもたらしているんじゃないかというようなことを心配いたします。ス

ギにしろヒノキにしろ８０年とか１００年と、こういう長い年月をかけてでき上がってい

くものでありまして、これは決して経済財ではなくて、資産というか、むしろ遺産をつく

っていくような過程ではないのかというふうに思うんですが、それを戦後の悲しい状況の

中で出発したということもありますが、そういうようなことから、経済的な財としての材

木、森林、これをどういうふうに生産するか、蓄積するか、こういうような考え方にずっ

と左右されてきていましたので、今日のこの資料の中にもずっと蓄積であるとか、採算性

であるとか、こういったようなことがたくさん書かれているのですけれども、森林という

のは決してそんなものではないかということをぜひご認識していただきたいというお願い

です。 

 それともう一つ、今、ヒノキにつきましては、ご専門で速水委員がお詳しいわけですが、

私は西日本地域のスギというようなことに限って、私の知っている限りのことを申します

と、ここに書かれているような蓄積が多くなったからこれで大丈夫だという、そんな生易

しいものでは決してありません。使えない材も随分多いんです。と申しますのは、拡大造

林というのが一体どういうことだったのかというのを皆さんご存じないし、忘れられてし

まっておりますけれども、拡大造林というのは、戦争が終わってたくさんの人が日本に帰

ってきて、そのときに仕事がないから中山間地域の失業対策事業の柱として始まったわけ

であります。土木事業の前の失業対策事業です。失業対策事業ですから、その性格上いろ



 7

んな制約があります。失業対策事業でつくった橋や川や堤防が非常に弱くていいものがで

きなかったと同じように、失業対策事業でできた山林というのは極めて危険な山林です。 

  と申しますのは、西日本においては、ほとんどの場合がスギは挿しスギという形で種に

よるのではなくて、木の枝を切ってきて挿してつくるということなんですが、とにかくス

ギを植えて仕事をするということに意味があったものですから、本来ならば木を植えると

いう作業のときには、どんな種がいいのか、どんな種類がいいのか、将来これがどういう

ふうになるのかという、そういうようなことが一番になされなければいけないんですけれ

ども、そうではなくて、そのあたりの枝を切って、それを土に挿しておけば、すぐに根が

出てくる。そしてそれを植えるとすぐに、活着率と言うんですけれども、枯れない。山の

中に埋めて土をかけておけば、それで育つ、こういうようなものが珍重されたのであって、

決していいスギが育っているわけではありません。したがいまして、そういうようなスギ

には、根が曲がっているものとかいろんな性格のものがたくさんあります。そういうよう

なものですと枝打ちもできないし、何してもしょうがない。こんな形のものがたくさんあ

って、決して山に緑があるから立派なものだというようなわけではありません。 

 とにかく私は、「国破れて山河あり」といいますけれども、国が破れるとはいいません

けれども、国に浮沈があるのは当然のことで沈むこともあります。そういうようなことに

なったときに、しっかりとした山河が残っているというようなことをするのが森林対策で

あるということを思い起こしていただきたいということであります。 

 私の資料はページが入っていませんが、２ページ目に、遠くから見ると緑豊かな山のよ

うに見えますが、そばに近づいてみると、下のように風になぎ倒されたところ、これは決

して珍しい例ではなくて、至る所にこういうのがあるということをご承知願いたいと思い

ます。そして、もしこんなになぎ倒されなかったら、風が吹かなかったら、そのときには、

その次のページにありますように、生き物が何も生きられないような、さっきのお話にも

出ていましたような、そんなところになってしまうということです。 

  そういう中で、今健全に見える山林が無事かといいますと、決して無事ではありません。

イタチごっこという言葉をご存じと思いますけれども、イタチごっこというのは、ごく単

純な遊びでして、こうしてなぞなぞしたりいろんなことを、しり取りしたりしながら、こ

うやって一番下の人が上の人をつまんでいく。際限なく繰り返すだけの仕事であります。

これでとまってしまったときはとまった人が負け。生産性が低い。そういうようなイタチ

ごっこを繰り返して、木を植えて下刈りをする、間伐をする、間伐をしてしばらくして木

が育ってきたら、また間伐をする、また間伐をする、暗くなったら間伐をする、そういう

ような繰り返しでいつまでいっても山は暗くなる。まさに今行われている間伐作業という

のはイタチごっこです。そうではなくで、イタチごっこをしないでも済むような、もうち

ょっと強度の間伐をしてまばらに独立木を目立てて、そしてその周辺には、自生のその場

所にまさに地産の広葉樹が繁茂するようなものをつくっていくことが一番いいやり方だと

思うんですけれども、実はイタチごっこで生業を立てている人がたくさんいらっしゃるも

のだから、ここを断ち切るのは相当難しいと思うんですけれども、ここはイタチをどうし

たらやめられるかということをしっかり考えることが根幹ではなかろうか、そういうふう

に思います。 

 この前は愛知県の立派な山林を見せていただきましてありがとうございました。大変参
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考になりました。以上です。 

○委員長 どうもありがとうございました。 

○事務局  資料４ですけれども、後藤委員からご紹介ありましたように、この間、後藤

委員、千田委員、牧委員、三好委員、亘理委員にご指導いただきまして、林野庁さんのご

協力もいただきまして、ごらんのような現地調査に行ってまいりましたのでご報告いたし

ます。 

 以上です。 

○委員長 写真が載っている資料４です。 

 それでは、ただいまの事務局の説明及び追加的に後藤委員からお話しいただきましたも

の、全体を含めてこれから議論させていただきたいと思います。 

 ２つテーマがございますので、３０分前後ご議論いただければと思います。どこからで

も結構ですので、よろしくお願いいたします。どうぞ。 

○委員 今、非常に適切なお話があって、私も同じように、経済財じゃないと言われると、

ちょっと私はそれで食っているので困るところもあるんですけれども、純粋に私は林業だ

けで生活を成り立たせている。日本では非常に珍しくなってしまった一人なのでございま

すけれども、そこのところはともかく、今、最後の方におっしゃられたイタチごっこの話

のところで間伐の話が出ました。私はヒノキの人工林をずっと管理しているんですが、広

葉樹林を生態系保護区として個人的に保護をしているわけです。そことヒノキのほかの人

工林を、私がこれで適切だろうと思って管理している森林と植物の数をきっちり調査して

みたんですね。かなり正確にやってみた。動物層も全部やってみたんですけれども、そう

しますと、おっしゃられたような少し強めの間伐をやっているんですけれども、その間伐

のやり方というのが常に光が入るようなやり方というんでしょうか、林業というのは木を

植えて、間伐も含めて切るという行為の間の中には、枝打ちだとか、下刈りだといろんな

作業があるんですけれども、すべて光の管理なんです。つまり植えて切る、その間はいろ

んな行為というのは全部光をどうコントロールするかというところに尽きるわけです。今

までは光をなるべく生産を目標とするスギとヒノキ、あるいはマツだとか、生産を目標と

する木にすべて吸収させて、最も成長が大きなものにしようということをずっとやってき

たわけです。 

  私ども、林業を２００年ぐらいずっとやっていて、同じ林地にヒノキを５回植栽して、

成長を落とさないというやり方をやっているんですけれども、そういう地域で林業をやっ

ていますと、鬱閉と言うんですけれども、真っ暗にする状態が何度も重なってくると、林

地というのはやせていくんです。それではまずいということで、常時光が入る、ある一定

の樹齢になると常に林内に光が入るという形をしますと、下草が生えて、次に広葉樹がひ

とりでに生えてくるわけです。 

 広葉樹というのは実は何十種類も何百種類もある。どの種類を植えればいいかというの

はなかなかスギやヒノキと違ってわからないんですね。広葉樹を管理する技術もないです。

それは．光を入れることによって誰かが選択してくれる、神様が選択してくれるという形

で広葉樹が入ってくるんです。そうすると土壌が非常に豊かになって、ほとんど特殊なこ

とがない限り、土は絶対流れないような状態が確保できるわけです。先ほど写真でお見せ

しているような広葉樹が下に繁茂している、下草が繁茂している。そういう林分の植物の
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種類は、実は生態系保護区で広葉樹林をずっと維持しているところで１８５種類、ヒノキ

をきっちり管理しているところで２４３種類があるんです。つまり広葉樹林よりも適切に

管理されたヒノキの林の方が植物種が多いという場合があります。だからといってどっち

の森林が豊かだという話ですはないんですけれども。そういう点では、人工林もある一定

の目標をもってきっちりと管理すると案外おもしろい。 

 全国的に見ると私どもの森林管理というのは、多分、極めてコストを下げた管理をやっ

ているんですけれども、生産しているヒノキは今全国でベスト１０ぐらいの値段だと思う

んです。三重県の中では常に上位の値段でずっと売り続けているんですけれども、もう少

し考え方を変えると、人工林もコストダウンもしながら管理ができている。そして生物多

様性も確保できる。私どもの森林にはイノシシや鹿が通過するのではなくて、そこに住み

続けられる人工林なんです。そういう林が本来はもっとできるのだろうと思うんです。そ

の辺がいろんなところでもう少し議論されればいいのではないかというふうに思っていま

す。 

 ここに書いてあることで幾つか気になるんですけれども、天然林と人工林というふうに

して分けていくんですけれども、天然林もなかなか本当の意味での原生的な天然林と、こ

こにも書いてありますように、昔、薪炭でとって萠芽と言うんですけど、株から芽が出て

きて大きくなった。そういう林というのは、案外エロージョンが、表土流出が非常に激し

くて非常に問題のある広葉樹林が今増えているんですね。３０年生ぐらいの広葉樹林とい

うのは非常に治水上問題が出てきている。そういう点で広葉樹林が、あるいはここで書い

ている天然林がお金がかからないというのは、誰も管理をしようとしないからお金が要ら

ないのであって、現実にはかなり問題があるという森林が多いわけです。三重県あたりは

環境林政策というので、広葉樹を帯状に切って光を入れないと表土流出して困るというこ

とで始めているのですけれども、その辺の理解が少しおかしいのではないかというのが１

つです。 

 それと、一番最後の方に８ページのところにいろいろ書いてあるのですけれども、私は

林業というのは、木材生産が林業の目標であったんですけれども、ここに書いてあるよう

に、多面的機能という機能が森林から発揮されて、それを今まで林業はずっと木材生産以

外は外部経済として一般の方々が享受できるような形で出してきたわけです。それに対し

て政府や県から補助金をいただいて、これは不特定多数が享受するから我々は補助金をい

ただいていた。補助金の原因というのは木材生産ではなくて、あくまでも外部経済に対し

ての対価だったわけです。今後は外部経済の対価というものをより内部化していくという

ことを林業の経営というのは考えていかないと、木材生産だけで林業経営というのは成り

立っていかないような気がするんですね。そのときに、一番最後のように、森林所有者が

林業を通じて森林を維持するのか、または針広混交林等公益的機能を発揮する森林へ誘導

して維持するのかという、ワンゼロのようなとらえ方をしてしまうと、我々、林業経営と

いうのは、今後、多面的機能の外部経済を内部経済化しなきゃいけない時代に、こう書か

れるとちょっと我々どうするのかなというふうなところを思うんです。 

 私はずっと林業経営を、先ほどのような数字も含めてやってくると、森林というのは全

く手入れしない森林から、非常に集約的に手入れする森林までグラディエーションである

んだろうと。選択的というのは決して間違いじゃないし、農業と同じように経営の集中化
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みたいな話も一つの選択でしょうし、今、林野庁がやっている３つの機能に分けているの

も選択なんでしょう。ただし、森林自体を、これは管理する森林だ、これは管理しない森

林だというふうにエリアとして分けていけるのか。場所として分けていけるのかというの

は、現地の者としては多分不可能だろうと。絵に描いた餅になってしまう。それよりは、

もう少しグラディエーションに考えて、もちろん手を入れていく森林と手を入れない森林

というのがあっていいのでしょうけれども、手を入れないからといって、それが天然林化

していくのではなくて、手を入れないでも木材生産ができるような森林であったりとか、

それは国際的に見ても海外から大量に木材を輸入する国としては、その辺に関してもきっ

ちりと資源をマーケットに供給していく体制はずっと維持していかなきゃいけないのだろ

うと思うんです。その辺が今回書いている中でワンゼロのような発想ではちょっと問題だ

ろうというふうに思いますけれども、選択というとらえ方が。 

○委員長 大変難しい議論なんですよね。選択的管理の議論は、どちらかというと、ワン

ゼロ、この地域はこれ、この地域はこれというふうにゾーニングしていく考え方をベース

にしています。今の話を聞く限りは、そんなにゾーニングできる話ではなくて、むしろシ

ステムとして考えて、こういうシステムとこういうシステムとこういうシステムがあって、

どのシステムにのっているかという議論をするのが本当は選択的管理だという議論ですね。

そのシステムの中には、いろんな森林形態もあり得るということですかね。 

○委員 いろんな形態がないと、先ほどおっしゃられたように、例えば九州のスギ林のよ

うにクローンですね、つまり挿し木で同じ親からとったような、同じような性格の林、同

じような植え方で全部広がってしまうというものは、地域を選択して作業を決めていった

らそうなってしまうわけです。 

 森というのは一本一本が変わっていくのも大事ですけれども、ある程度の固まりであっ

ても隣との違いというのが出てこないと、人工林だからこそ、生態的な安定を少しでも図

るためには変化がなきゃいけないんですね。その小さな変化というのが人間の作業として

小さな変化をつければ、結果的に森林というのは時間ととともに成長していきますから、

その小さな変化が結果的に非常に大きな変化につながるわけです。生態的な変化として。

それを誘導するためには前提としては違いをまず認めていこう、違いをつくろうという努

力がないとだめなんですね。最初の小さな違いは最終的には大きな近い、時間とともにつ

ながってきますから、決して最初のちょっとした違いがいつまでもちょっとじゃないです。

間違いなく時とともに大きな違いに変わっていきます。それを利用して人工林の生態的な

多様性だとか、森林の多様性というものを確保していくという考え方を日本でとらないと、

日本の場合は人工林が半分ですから、そういうふうな考え方というのがあるのだろうと思

います。 

○委員 今のご議論を補完するような感じになると思うんですけれども、日本全国でどん

な意味でも一律に考えるのは大変難しい。森林自体が今の状況も多様ですし、どういう状

態が望ましいかということも恐らく場所によって多様なのだろうと思います。例えば、気

候帯の地理的な違いといったらいいでしょうか、それを考えても、自然に成立する森林の

性格が異なりますので、先ほど人工林でもなかなかいい植生が発達するとおっしゃいまし

たけれども、それは本来の植生が照葉樹林になるような場所ですと、照葉樹林というのは

１年中葉を繁らせていて比較的暗い森林です。先ほど光が重要だというご説明がありまし
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たけれども、それですと、人工林でもそんなに光の条件は変わらないので、適度に明るい

人工林ですと、天然の林に余り劣らないように、シダ植物その他の林床植物が見られると

ころもあります。ただ、先ほどお話があったように、そういう地域でも拡大造林で密につ

くってしまって管理もなされないままにリター (落ち葉など) が積もってしまっているよ

うなところが、先ほど写真でも見せていただいたように、砂漠という言葉をお使いになっ

ていらっしゃいましたが、ほかの植物がそこで自生をするのは大変難しいし、そういう場

ゆえに生き物全体にとって利用できない場所になってしまっていることもあります。 

 また、本来ですと落葉樹林になるような気候帯の場所ですと、落葉樹類というのは冬と

か春は葉を落としているわけです。ですから、明るい林床が、春先に明るいというのが特

徴なんですね。人工林だとその条件がないものですから、もともと落葉樹林が自然林とし

て成立する地域の人工林というのは、その場で生活していた動植物にとってはかなり厳し

いということも言えるんですね。ただ、もちろん光の管理によっては、そういう中でも多

様性は高めることはできたりもします。 

 それから次に、今後なるべく省力化しながら材木をつくることも重要な機能ですし、水

源を涵養するということも大変重要ですし土砂崩れとか、台風になったときに木を一緒に

土壌がみんな流れてしまうような被害を起こさないようにするという機能も重要ですし、

もっと広く生物多様性、生き物は動いていますので、ある森林を利用できる場とすること

は、それより広いスケールでの生物多様性を通じた、またさらに違う生態系の機能にとっ

ては重要だという意味で、いろんな機能があり得ると思うんですが、その場その場で今の

状態をある意味で診断して、どういう機能を重視するのだったら、どのぐらいのことが必

要なのかというようなことも考えつつ、かなりきめ細かいプランが要るのではないかと思

います。 

 それから先ほど自然にも落葉樹など入ってくるというお話がありましたけれども、自然

にしておいて、何が入ってくるかも周りの状況によってとても違うんです。といいますの

は、種は動物が運んできたり風で運ばれるものもありますけれども、落葉樹の中の主なも

のというのは、照葉樹でもそうですけれども、どんぐりをつくる木が主ですけれども、そ

のどんぐりというのは、ネズミとかリスとかが食料にするためにためて、それがためるた

めに運ばれる。一部食べ残されて自然の更新の場合、それから木が育つというようなあり

方ですので、周りに種の供給するような森林があるか、種を運ぶような動物の活動がどの

ぐらいあるかによって、放っておいてもそんなに時間がかからないということがあるので、

一律に考えることは難しいので、どんなスケールですればいいかというのは今すぐ思い浮

かばないのですけれども、診断してカルテをつくってというような意味での選択が必要な

んじゃないかという気がします。 

○委員長 いかがでしょうか。どうぞ。 

○委員 皆さん森林大好きみたいなので、ちょっと逆の視点を提供したいと思いますが、

まず最初に１の２ポツのところで、先人は洪水が発生しやすい国土で森林を大切にしてき

たとありますが、森林が大事だということに気づいたのは、そんなに古い話ではないので

はないか。やはり面積を見ますと、薪炭の利用だと思いますけれども、明治の初めまで、

江戸時代は、森林はどちらかというと搾取的に使ってきたことがありますので、必ずしも

自然災害を起こさないために森林を守ろうという意識が出たのは比較的最近ではないか。
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また水源の涵養機能という言葉があらわれたのもそのころだと思いますので、必ずしも、

こうは言えないのではないかと思います。 

  また私は、普段思うんですが、環境の経済的価値というのを評価するのは注意した方が

よくて、例えば水源の涵養機能、本当に渇水のときに森林が水をふやすかどうかというの

は、これは状況によっては恐らく違うので、一律に言えない。場所と条件によって変わる

と思うんです。もしネガティブな効果があると認められたら森林は要らないか。もしくは

森林がこれだけの価値があります、それはダムこのぐらいの価値ですといったときに、ダ

ムをつくれば森林が要らないかというと、そういうことは本当はないはずなんですね。な

いのに、あたかもそれがそういう機能だけで評価するようなことになりますので、ダムに

例えたり、お金に換算するというのは注意しないと、じゃ、それだけのものをつくれば、

この環境は要りませんねということにつながりますので、森林をそれだけで評価するのは

ちょっと注意した方がいい。多分、経済財として見るなというのは、そういう意味もある

のかなというふうに私は思います。 

 それから６ページのところで、今後の基本方針の国内の材をつくれというところですが、

こういう国内か国外かという差を農業のところでも出てくるでしょうし、いろいろありま

すが、例えば東京にとってみたときに、それが北海道の材なのか、カナダの材なのかとい

うのは本当にそんなに深刻な違いかということです。私はそれは意識としては多分ないの

ではないか。これがもし違ってくるとしたら距離だけの違いの問題ですから、そうします

と、それは燃料の値段が上がってくれば自然に解消する問題ですし、もしくは日本と供給

国のコスト、もしくは輸送の切り出しのコストと人件費も込みですが、狭くなれば、自然

と解消することだろうと思います。 

 それからその下の「立地条件から採算性の確保は見られず」のところですが、これにつ

いては非常に私は賛成いたします。 

 最後ですが、次の７ページのところで、「森林は国民生活や経済社会に欠くことのでき

ないものであり」のところですが、施業を委託する、何となく国費で管理できない森林を

管理しようということのように読めるのですが、恐らく、民有林が一番問題になっている

話だと思うんですけれども、民有林にみだりに公的機能があるからお金を入れようという

と、まじめにやっているところは何となく不満に思うのではないかと私は思います。例え

ば、手段としてはリバースモーゲージのように、整備をしますと、ただし、その代わり将

来的に何らかの便益が上がったときには、それは国におさめてくださいといったシステム

をつくるとか、もっと言いますと、森林のネガティブな機能があった場合には、今、プラ

スの外部経済に対しては補助金が出る。そうするとマイナスの外部不経済が出たときには、

非常に安く設定されている税金を少し上げるとか、もしくは罰金をとるということが本来

ないと平等ではないと原則的には思いますので、ちょっとその辺は公平性ということを考

えていただければいいんじゃないか。例えば、スギの花粉というのは非常に不経済を及ぼ

している。それに対する国民の不満は非常に大きいわけです。じゃ、切ればいいか。そう

もいかないだろうといったことを考えたときに、そういう公平性、正当性といいますか、

その辺のところをきちんと考えずに、手入れがやっていないから国でやりましょうという

ことはちょっと短絡的でないかなというふうに思います。 

 以上です。 
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○委員長 最後の点は、事務局はそういう意味で書いているんですか。 

○事務局 手入れができていないので、国がやりましょうということは言えないのでどう

しようかということでありまして、ぜひそこを、今回の国土計画でも森林が大事なことは

僕でもわかります。結局、安いから施業で回すことはできない。経済価値に置き換えるだ

けでも能がない。だからそこに国民的経営という概念を持ち込んで、何らかの形で、多分

それで全部救えないのは明らかなんだと思いますけれども、国民の皆さんの関心をもっと

高めていただく。その上でいろんなかかわり方をもっと深めてもらう。その中に資金循環

もあれば、あるいは、そういうような機運の高まりの中で部分的には公的な支出を容認し

てもらうとか、そのあたりのコンセプトをぜひ打ち出していかなければいけないと思って

おりますので、お願いします。 

○委員長 今までの議論をお聞きしますと、このペーパーは、どちらかというと、林業は

しっかり生産しているところ、そこは管理をしっかりする。それからそうでなくて、単に

生態系として存在する森林を考えると、そこはできるだけ自然の状態に戻して管理を入れ

ないようにしようという関係で説明しているようにとれますね。しかし、そうじゃないだ

ろうと。生産している木材の林というのは、単に生産しているだけではなくて、様々な機

能をそこに持っているという意味では、生産と生態系を含めた機能、そういう機能をワン

ゼロで分けるのはどうも間違っているんじゃないか。システムは２つあって、森林の機能

という話と、人の手をどのような方法で入れるのかというのはそれぞれ別の項目であって、

それがどのように組み合わせているかは、森林の状態によって、あるいは経営の方針によ

って違うんだというように書かないと間違いじゃないかとおっしゃっているんですね。そ

うですね。 

○委員 そうですね。 

○委員長 どうぞ。 

○事務局 私ども学生時代に勉強させていただいたところでは、基本的に遷移というのが

あって、森林の場合ですと、大体１００年ぐらいすると、いわゆる極相クライマックスに

入って非常に安定した状態になるということを学生時代に学んだのですけれども、先ほど

おっしゃっているところによると、そういう形の極相というか、天然林であっても管理は

必要なんだということを先ほどおっしゃっていただいたようなんですが、やはり、そこの

ところをきちんと管理しないと安定的な森林というものはできないということなんでしょ

うか。 

○委員 生態の先生にフォローしていただきたいと思うんですけれども、私が申し上げて

いるのは、そういうことではなくて、多分、極相という概念はもう少し時間が要ると思う

んです。１００年で極相というのはまずあり得ないだろう。大体そこに生えている主要な

植物の３代ぐらいの循環がないと極相にはならぬだろうというふうに私は思っております。

寿命としてね。 

 私が申し上げたのは、ここに書いてある天然林の多くが薪炭で炭用の原木で切っている

わけです。薪炭の森林というのは、株から芽が出てくる萌芽更新というやり方で更新する

わけです。本来それが薪炭の生産が続くと、出てきた芽を切って何本かの太い木にかえっ

ていって、また切ってという管理がずっと行われるのですけれども、薪炭が使わなくなり

ましたから、萌芽したままそのまま育っちゃったんですね。実は３０年生ぐらいの、今よ
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くある薪炭をとらなくなった薪炭林、俗に言う天然林というのは、ある意味で思いのほか

密植なんです。株からたくさん出ていますから。特に団体所有林の場合は思いのほか密植

状態なんです。植えてはいないのですけれども、密度が高い。森の中に入ると下層植生は

ほとんどありません。中にはシイだとかというのは菌根菌があったりほかの植物が入って

こない可能性もあるので、非常にエロージョンが起きやすいんですね。それが西日本の太

平洋岸の海に向かった広葉樹林というのは大半がそういう森林になっているわけです。そ

れは今のままではまずいですよ。少なくとも下の川は土がいっぱい出てきて河床が上昇し

ますよということです。 

○委員長 どうぞ。 

○委員 今の話は、言葉の定義をいろんな役所の定義がまざってしまっているからおかし

くなっているのと、伝統的な定義と新しい定義とが一緒になってしまっているので、まず

いという点もあるんですね。多分、これは林野庁の言っている天然林で、その中には、天

然性林を含むという概念でここまで来ていると思うんです。ですから、むしろ今のような

議論をすると、私なんかが使っているのは「自然林」と「二次林」と「人工林」と、こう

いうふうに分けて、自然林はそのまま大事に自然で守りましょうねと。これはその状態自

身が一つの生態系を形成しているからいいですよと。二次林は、昔は薪炭林としてちゃん

と利用してきたけれども、それが利用されなくって、いわばモヤシ状の状態になっていて、

これは国土の資源としてももったいないし、生物多様性という観点でもむしろ手を入れた

方が二次的自然の生物多様性が高くなるし、それから様々な災害という点でも問題があり

ますよと。それから人工林については、今までずっとお話しされたようなことで、その真

ん中の話を仮にここでは「里山林」というふうに言うのだとすれば、それでもいいのです

けれども、いずれにしても、ここで国土計画にふさわしい言葉を使って、そしてそれは従

来の森林政策でいうところのこの言葉にほぼ対等するという言い方をした方が私はいいと

思います。 

○委員長 ということは、自然林、二次林、人工林という……。 

○委員 二次林というのは、ちょっと私……。英語でも、実は森林というと、全部同じ言

葉なんですけれども、英語だと明確に言葉が違ってくる。フォレストとウッドランドとプ

ランテーションとか、フォレステーションといって完全にその３つは違う言葉になるんで

すが、日本語だと全部森林とか言っちゃって、その辺がはっきりしないという問題はある

んですけれども、それはさておいて、やはり、そういうふうにして、ここで考えた方がい

いと思うんです。 

○委員長 こちらの方から考えた方がいいと。 

○委員 ええ。 

○委員長 ある意味で明快だ思います。もしあれでしたら、今の話で簡単に。 

○委員 今のご意見でいいと思うんですけれども、二次林や、後はそのほかの土地利用し

ていたところをそのまま人が何もしないで、遷移という昔、生態学でよくはやった言葉で

すけれども、それで安定した自然林にどのぐらいの時間で戻っていくだろうかと考えると、

今は大分状況が違って自然の森林がそんなに残っていないこともありますし、インベーシ

ブな植物、ササとか竹とか、そういうものが環境中にとても多くなってきてしまっている

ということがあるので、使っていたところを使うのをやめると非常に単純になってしまう
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ことがあって、そのことが問題になっているということなんですね。場所によっては、放

り出してもいい自然林に戻っていく場所もあるので、だからこそ、診断みたいなこととい

うのがとても重要だというふうに申し上げたわけです。 

○委員長 ありがとうございました。 

○委員 私、神奈川県でございまして、過日、うちらの知事さんが水源税を提案して、そ

の議論は約１年半ぐらいかかってこの間可決したところでございます。その大きな論点に

なったのが、なぜ水源税をということだったんです。山を管理するのは誰がやるのよとい

う議論だった。５年後にはどうなんのよと。要は所有者がやるべき環境づくりをすること

が一番重要じゃないのか。ですから、税金を等しくとって、そしてそれを民有林にあてが

うことはいかがなものかという形の中で議論されました。最後には、森林整備だけにかけ

るという形で約４０億で決着がついたところであります。 

 私、こうやって話を聞いてみて一番不思議でならないのは、一番大事なのは現場の声じ

ゃないかというふうな気がするんです。今日、速水委員さんの話を聞いていました。私は

実感こもっていると思うんです。なぜならば、現場で事実自分が業として行っている、そ

の発言というのは重いというふうに私は思います。 

  今回この調査をした資料を見ていましたときに、大分国交省も考えが変わってきたのか

なという感じの中で、我々の考え方と近くなってきたという感じがいたしてなりませんが、

それは是としまして、例えば民有林の人たちが、今、神奈川県は１０年前から民有林を主

体にして水源林をやっているんです。初めて新たな税金でやることになったんですが、そ

ういう形の中で、委員が指摘されたような屋上屋、循環的にイタチごっこにならなければ

いいなという感じがいたしております。 

 もう一点は、私たちの神奈川県は丹沢山という大きな山を持っております。そこの山麓

周辺は民有林でいっぱいでございますが、山頂が危ないんです。それは管理とかそういう

問題ではなかった。それは鹿だったんです。林床植物が全部鹿に食い荒されました。はっ

きり申し上げてゴルフ場よりきれいです。それは早く気がつかなかったことが今丹沢の崩

壊とブナの倒木、舎利になって立っていて、本当に惨めな山になってまいりました。です

から、動植物との関係、その他の関係については、上まで行って人が目で確かめて、足で

確かめた計画をつくらないと、私は理論だけの計画をつくった場合には、完全に破滅する

と思いますので、ぜひともこのことだけは、どうしても強く申し上げておきたいというふ

うに思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○委員 時間も余りないので、手短に。 

 人の住む場所を守るという観点から、この前私も行かせていただいて感じたことは、人

の住む場所を守るという意味で森林の機能というのは非常に重要だと思うんです。ただ、

森林を管理する中山間村に人がこれから住み続けるのかどうかということ、今後３０年考

えると非常に大きな問題だと思います。この前の中越地震でも、一回そういうことで村を

離れると、おばあちゃんが下りると若い者は帰らないというふうなこともありますから、

長い目で見た場合に、基本的には人の手の必要のない森林に戻していくというのが重要な

ことかなというふうに思います。 

 先ほどおっしゃったように、生産林としても重要ですし、そういった観点でいうと、今

度もう一つ安全という意味で木造住宅なんですけれども、今、好きな人が山まで木を買い
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に行くような方もおられるんですね。ですから、産直という意味ではないですけれども、

今、普通うちはどうやってつくられているのかなんてほとんど関心がないんですけれども、

山で木を見て、それが製材されて、組み立てるのはどういうふうに安全なのかというよう

なことも責任をもって家を建てるようなことを考えると、その家は非常に安全なものにな

るでしょうし、さらに長く１００年以上使えるような住宅になっていくというふうに思い

ます。人の住む場所を守るという意味で、森林の管理というのは非常に重要で、基本的に

は、人の手が必要のないような形に移していかないといけないのだけれども、生産林につ

いては、そういったことも考えていくことが重要かなというふうに思いました。 

○委員 一言だけ。この中に落ちている視点は、公有林ということだと思います。県有林

と市町村有林が実はすごく多くて、人工林、この問題が大変だと思うんです。公有林をモ

デル的にといいますか、針広混交のいわゆる手のかからないといいますか、そういう長期

的視野に立った形のものを公有林でもって先につくらせる、こういうようなことをすると

いいんじゃないかと思うんです。どうかすると、民有林のことばかり言っていて、一番大

地主であるところの県、国もそうですけれども、国のほうは相当というか、県、市町村に

比べるとかなりいいレベルでやっていますけれども、県有林、市町村有林が放置林をつく

っているということがありますから、ここをどうするかということは、公として義務づけ

る必要があるんじゃないかと思います。 

○委員 先ほどの事務局からのご説明を伺っていたんですけれども、正直言ってよくわり

ません。よくわかりませんということの意味は、結局、森林を管理していく主体というの

が、文脈としては非常に運動論に近いですよね。私は何度もこれまでの委員会で申し上げ

ていたように、日本の木材市場というのは、８割が外材が入って、非常に厳しい状況の中

で、特に１，０００ヘクタールの里山に近い人工林で再造林放棄という非常にシビアな問

題が発生している。問題点というのはきちんとしているときに、こういう総花的な議論で、

結局、誰が管理していくのかというと、ビジネスライクでもない、ある時はボランティア、

ある時は何とかという、しかし全体として見ると運動論として日本の森を守っていこうと

いうものが持続可能な国土管理として、国民全体に説得力あるものとしていい切れるのか

どうかというあたりはどうなんでしょうか。 

○事務局 言い切れないと思います。そこが一番困っているところでして、あるときはビ

ジネスライク、あるときはボランティアというふうにおっしゃって、まさに書いていて自

分でもそう思っています。いろんな要素を総花的というふうにおっしゃいましたけれども、

明るい材料もどうもあるようだというのと、とても困った状況もいっぱいあるだろう。国

民は少なくとも情緒的にはいろんな関心を持ってきているし、動きを始めている人もいる。

こういうものを一つのベクトルにうまく持っていくようなものに何とかならないかなとい

うことでございます。答えになっていないんですけれども。 

○委員長 余りなっていませんね。 

○委員 この中で公的な手法というのが書いてあって、定義されていないですよね。今の

お話を聞いてわかるんですけど、困っているのはまさに事務局がおっしゃったとおりで、

その困っているところをどのようにつないでいくのかというところが、公的な手法という

ことでさらっと書いてあるんですけれども、それを穴埋めするのが委員に期待されている

ことではないかというふうに思うわけですけれども、問いの設定が非常にわかりにくいん
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ですよ。なぜわかりにくいのかなと思って見ていたら、私は経済の人間ですけれども、経

済的に見ても、用語がすごくあいまいなんですね。だから、経営とか、選択とか、あるい

は先ほど委員がおっしゃったように、外部経済という言葉を使ったときに、マクロな林業

という外部効果を含めた森林の得られる収入、これは国土保全とか環境も含めて、収入は

これだけで内部化されているものはこれで、外部されているものはこれで、一方、費用の

方は、資質の方はこういうふうにかかっていて、副収入みたいなものもあるし、ボランテ

ィアみたいな形で支出を減らすというのもあるというような形で、経済白書とか、産業系

のやつだと、棒グラフを２つ建てて、内部、外部とか、ふやす、減らすというふうにして

項目を分けていって、それぞれ論点がどういうふうに相関するかというのを一回見せれば、

みんな議論が非常にしやすくなるんじゃないかなと。その整理がちょっと文章上あんまり

できていない感じがするので、ちょっと混乱をしているんじゃないかと思います。 

○委員長 どうぞ。 

○事務局 今、非常に精神論的・運動論的ということでご指摘のとおりだと思います。ご

指摘いただいたように、恐らく１、０００万ヘクタールとか、言われている施業のところ

が一番するどい問題だというふうに思うわけです。そういうところにスポットライトを当

てて、きちんとした施策を出すということももちろん、これは非常に中心的な課題になる

んだと思います。ただ一方で、新しい動きとして、ＮＰＯですとか、都市住民ですとか、

そういうところをどうやって活動させるか。そういうことになりますと、国民的合意をつ

くって、森林をきちんと管理していこうと。それが一つには選択的管理とかというような

ことも出ていますけれども、そういう考え方も入れながら、一つの大きな動きにしていく、

一つの考え方として国民的経営というコンセプトはどうだろうかというのが私どもとして

出て考えている方向性だということでございます。もしそれを超えるようなものがあれば、

またそれは出していただければ大変ありがたいと思います。 

○委員長 それはよくわかるのですけれども、ただ、それで予定調和的にうまくいくとい

う説明にしてしまうと、どうも違うのではないかと。国民的経営という仕組みでこういう

主体、こういう主体、こういう主体がある。森林の守るべきいろいろな状況にある森林が

ある。今、考えている国民的経営の枠組みをとっただけでは、全体の森林の現代の状況に

マッチングさせていくとうまくいかない可能性が多分にあるとすると、それをどのように

考えていったらいいのか。それは外部経済という経済的な議論でするのか、それに絡んで

公共財のような議論にするのか、そういう議論が恐らく必要なのだろうという感じなんで

すね。ですから、雰囲気で国民的経営だからすべてうまくいくという形でレポートを書い

ちゃうと、それは恐らく間違うんじゃないかと思いますね。そこでは十分対応できない部

分がもしかすると出てくるかもしれない。それをどうするかという議論を改めて起こさな

いと、日本の森林は十分対応できないというストーリーになるかもしれませんね。おっし

ゃっているのはそういう部分だろうと思いますので、ちょっと今日はその議論をすべてし

尽くすわけにはいかないのですけれども、ただ、問題状況は大体わかってまいりましたの

で、ペーパーとしてどう表現するかということを事務局で再度考えていただきたいと思い

ます。 

○事務局 わかりました。 

○委員長 それでは、農用地の方によろしいですか。お願いします。 
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○事務局 それでは、農用地の国民的経営ですけれども、これは資料の３でございます。

これも予定調和的な案でうまくいくというふうなレポートを書く意というのは全くないの

ですけれども、書いているとこうなってしまうというのは非常に困っているのですけれど

も。 

 農用地でございます。森林の場合と同じような構成になっておりまして、私たちにとっ

て農地とは何かというのが冒頭にございます。食料だとか、地下水涵養だとか、景観だと

か、あるいは物質循環だとか、あるいは地域共同体なんだとか、それは都市でも同じなん

だというのがまず冒頭にあります。 

 それから農業の状況を我々の議論をピン止めするつもりで重要だと私たちが思った項目

を整理しておりますけれども、食生活の変化で自給率の問題が出てきている。それから２

ページになりまして、水稲作付面積は年々減少している。我々は国土利用、土地利用の議

論をしているものですから、面積の押さえは必要だろうということですとか、物質循環、

昔はよかったけれども、今は支障が生じているということですとか、あるいは農用地の状

況の中で、都市的土地利用への転換面積が減少して、耕作放棄によるかい廃面積の方が今

は多いと。これも既にご紹介したことでございます。 

 それから都市的土地利用へ転換すべく政策的に誘導されてきたわけですけれども、都市

の農地がまだ今でも１１万ヘクタールの農地が存在していると、これはどう考えるのかと

いうことでございます。 

 それから耕作放棄地の状況ですけれども、病虫害が出てしまうとか、あるいは農山村の

生活環境への深刻な影響ですとか、３ページにまいりまして、下流地域への影響があるん

だとか、あるいは中山間地とか、整備率が低い地域において耕作放棄率が大きいとか、生

産基盤が未整備のところ、あるいは不在村地主の問題、それから都市近郊で耕作放棄地の

発生とか、大規模施設の立地、都市と農村の境目のいろんな問題なんですけれども、そう

いうことがあって、適切でない国土利用となる土地が生じることも懸念されると。そもそ

もどれぐらいあるのかというのはよくわからないというふうな大事な問題があります。 

 それから３．で農用地を担う農業の可能性にいても議論しなきゃいけないということで、

担い手への集約政策はずっと行われておりまして、その展望がどうなのか、それから国産

の農村部というのは品質が高くて、安全だというブランドがありますので、ニーズは確実

に高まっているのだろうと。 

 ４ページにまいりまして、ただ、農作物をつくるだけではなくて、いろんなものを組み

合わせて６次産業的にがんばっているところもたくさんある。それから安定供給という面

でも、よい立場のものと、あるいはバイオマスの問題があります。 

 海外に目を転じますと、多分、中長期的には食料自給は大変なのではないかということ

と、それから我が国の農産物は高品質ですので、上海で日本の高い桃が売れるとかという

ことで、割と競争力も出てきているという側面もあるのではないか。 

 そういうふうな中で、国土政策として農用地管理をどう考えるかということですけれど

も、基本的には担い手農家を中心に農業を経営して、それで維持管理をしていくというこ

とが大事だろうということと、それからそうは言っても、特に国民各層の関心を広く喚起

して、直接的・間接的、様々な形で管理活動に参加してもらいたいということで、これも

国民的経営というのをどう考えて打ち出していったらいいのかということです。 
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 それから５ページにまいりまして、１つキーワードかなと思ったのは、国土の一部が放

置されることがないよう、より少ない資源でよりよい国土管理という考え方、それから、

これも画一的なやり方ではなくて地域特性が大事と。 

 各論としまして、農用地の国民的経営ですけれども、乱暴に言ってしまえば、もっと食

ってくれと。国産農産物を食ってくれという理解をもっと深めてもらうのではないかと。

これは精神論的な話になっております。それから一方で多様な主体がいろんな方法で絡ん

でいく、そういうふうなシステムをどうつくったらよいか。それから農用地の管理の中で、

集落というのはユニットとして大事な単位のように思われますので、集落を無視したいろ

んな参画というのは、多分うまくいかないのだろうなと。集落をむしろ尊重して、それを

サポートするような支援が多分キーになるのではないか。 

 それから、集落そのものの連携を促進して、弱体化しているものを再編・強化するとい

うことと、そういうふうないろんな集落を、それこそ何回も言いますけれども、外部の多

様な主体の参画を広く得て支援する仕組みをどういうふうに構築していったらいいんだ。

その中で地産材の消費ですとか、資金の投入など間接的な参画、いろんな参画の形態があ

ろうということです。それから地域資金循環の議論もあろう。 

 それから６ページにまいりまして、これは先ほどの話で、主体ごとの整理をしようとし

ております。もちろん上手にできていないのですけれども、農地所有者の役割ですけれど

も、これも所有する農用地を適切に維持管理することが強く求められると。一種の責務論

みたいな話をまず持ち出しておりまして、それから定年帰農とか、Ｕターン組の新規就農

者の動きというのをどう評価したらよいのだろうか。それから非農家の地域住民の役割と

して、ぜひ地産地消で物を買って食べてねということと、これがさらっと書いてあります

けれども、国民的経営の一つのビジネスモデルに発展しないのかというふうに思っており

ます。 

 それから加工や流通面でいろんな工夫があります。そこにビジネスチャンスがあって、

いろんな参画がないのかなと、あるいは、もちろん市民農園的な利用があります。 

 ７ページにまいりまして、都市住民の役割ですけれども、同様に農業体験とか、棚田オ

ーナー制度とかあります。都市農村交流もある。これもＩＴなんかで今やインターネット

で直接農産物を購入するというのをどう評価したらよいか。 

 それからＮＰＯの役割ですけれども、多分、コーディネーターとしての役割というのは

期待できるんじゃないかということですとか、企業の役割ですけれども、当社は、○○地

域の農業のサポートをしていますというふうな意味で、例えば、そういうことがきちんと

農業をやって持続可能な国土管理に貢献している営農を企業としても評価するような社会

的な価値観をつくってもらえないかなとか、あるいは食品産業とか、中小建設業者がいろ

んな形で農業に絡み始めておって、これは一つの可能性があるんじゃないか、あるいは食

品産業、中小建設業者に限らず、いろんな農業以外の業種の企業が農業にいろんな形でか

かわる、いわば兼業農業のような考え方を使えないかなと。 

 ８ページにまいりまして、農用地の選択管理の切り口として、仮置きですけれども、立

地条件の観点、それから作付形態の観点等々整理してみました。優良農地についての方針、

それから集落周りの農用地の適切な管理、それから市街化区域内農地についてのあり方、

これはブラウンフィールドとグリーンフィールドみたいな議論にも発展してくるのだろう
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なということです。それから、どうしても無理な生産、農業生産条件が不利なところにつ

いて、牛を飼うとか、維持管理方法の粗放化を行っていく必要があろうと。 

 それから作付形態についても多様ですので、水田についての考え方、それから畑地につ

いての考え方、果樹についての考え方。 

 最後に限界的な農用地の考え方として、利用の見込みがない限定的な農用地について、

より管理投入量の少ない地目への転換、あるいは植林や湿地への回復等、９ページにまい

りまして、自然への再生について幅広く検討したい。 

 とは言って、ただ放っておくということにならないのだろうなというのが２つ目であり

ます。農用地所有者のインセンティブをどのようにかき立てたらよいのだろうかというこ

とがございます。 

 それから参考資料ですけれども、参考２を簡単にお目通しいただければと思うんですけ

れども、基礎的な資料をずっとつけておりますが、これまでごらんいただいたものが大半

でございますので、確認だけいただければと思います。農用地の現状、それから農地の拡

張とかい廃。３ページにまいりまして、人口の将来予測と耕作放棄地率、４ページにまい

りまして、農家生産高齢化率と耕作放棄率。５ページ、それから６ページ、７ページ、水

田の状況等々。それから８ページに事例をつけておりまして、９ページも同様地域全体で

の地域資源の水路を共同でやるとか、それから１０ページですけれども、都市近郊の取組

の事例、それから１１ページにまいりまして、ＮＰＯ農地トラスト特区というもののご紹

介であります。それから１２ページにまいりまして、企業との連携の内発型産業の育成、

それから１３ページですけれども、農地の管理形態、いろいろありますので、一律に議論

していけないということであります。 

 １４ページにまいりまして、これもご紹介ですけれども、農地の管理概念の事例、１５

ページ、１６ページと１７ページにわたりまして、いろんなところから持ってまいりまし

た国民的経営と選択的管理のヒントになりそうな事例を持ってまいった次第でございます。 

 以上です。 

○委員長 では、農地についてご意見、ご質問があれば。 

○委員 この資料を読ませていただきまして、まず一番初めに感じたことが国交省が大分

農水省とすり合わせをしてきたなという感じがしてまいりました。というのは、今までの

考え方と大分かけ離れた考え方のような気がいたしまして、私自身は共通した認識にだん

だん近づいてきたのかなという形で評価したいと思います。 

 ４点ほど。全体的に見て農業が衰退、高齢化する、担い手がいないというトーンで全体

が書かれているような気がしてならないんですね。国土利用計画ということならば、農業

というものを推進させるための、農地利用を促進するための利用計画をつくらなきゃいけ

ないというふうに思うんです。はっきり申し上げまして、さっき言った森林の整備だって

農業だって、業として成り立てば、ありとあらゆることが、その効能については皆さんよ

くわかっているんですからね。ですから、できるだけそういう形の中でこれからトーンを

高めていってほしいなという感じがいたしました。 

 それからもう一点が高度成長期のときの土地の商品としての取り扱い、奪い合いがちょ

うどここへ来て弊害が出てきたような気がしてなりません。調整区域と市街化区域、農用

地とか、林地とかいろいろなものがあります。ところが、実際、私の周りを見ても、市の
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中心からどんどん郊外区へ来たんです。ところが、今現在はまた元へ戻っているんです。

ですから、郊外区の土地なんてそういう形のもので使われなくなっている。都心のマンシ

ョンはつくればすぐ売れるような形になって、中華街の真ん中へ学校をつくらなきゃいけ

ない状態まで生じてきている。 

 そうやって考えたときに、私は農地の利用の仕方が今までの考え方と違ってきたんじゃ

ないのか。というのは、例えば農地は農地で貸した場合に１万円のものが、今、貸し借り

は農協等が入って自由ですから幾らでも貸すことはできるんです。例えば大型店がそこを

借りにくれば、賃料は１００万ぐらい違うんです。そうなってきたときには、土地利用の

仕方が農業をどんどん衰退させている。公共事業で、専門的な農用地の海老名の農地のど

真ん中にインターを持ってくる。そういうような形で農地に対する土地利用のあり方がお

かしかったのではないか。今後は違ってきて、そういう観点も入れていきながら、これか

ら事業計画をつくるべきだというふうに思っております。 

 それからもう一つは、今自給率が４０％という形でここに書かれておりますが、それは

農水省が調べてきた数だろうと。新聞等々に出ていますから。この間計画で４５％に上げ

たいと掲げましたが、４５％の５％上げるのにどのぐらいの農地が要ると思いますか。４

５０万ヘクタール要るんですよ。そうすると、４５０万ヘクタールの農地をどう利用して

いくのかというのは大きな問題でございまして、ただ、問題の視点がカロリーベースでい

っているということなんです。神奈川県なんかカロリーベースは３％です。農業生産は。

要するにカロリーだけではないはずなんです。葉菜類、小松菜だ、ほうれん草だ、トマト

だ、キュウリだ、そういうものは神奈川県の横浜なんかは３０％以上は横浜で生産してい

ます。神奈川県全体でも４０％以上です。ところが、カロリーベースに合わせちゃうと

４％、５％になっちゃいます。栄養価がございませんから。そういう形の中でこういう視

点をどう取り扱って、これからの利用計画をつくっていくか、ちょっと視点を変えておい

てほしいと思います。 

 それからもう一つ、国民的利用、選択的な利用という中で土地利用、農地の利用につい

て特区だ、リースだ、市民農園だと言っていますが、今度の法律改正によって個人でも市

民農園と同じ農地を利用することができるようになっていますので、その点も視点に入れ

ておかないと、また大きな面積があれすると思いますので、以上です。 

○委員長 どうぞ。 

○委員 国連のミレニアム生態系評価についての理事会声明で強調されているような農業

の環境負荷についても考慮した上で、農地の利用を考えるということが必要なのではない

かと思います。そういう環境負荷というのは、土地当たりの収量を上げるということで生

じている。過投入の問題というのは、土地当たり収量を多くする努力で生じているものだ

と思うんですけれども、それで環境負荷をもたらすということです。一方で耕作放棄地と

いうのは非常に広がっているので、土地当たりの収量をそんなに頑張らずに、農地を広く

利用することによって必要な生産を確保するという考え方に改めると、土地も適切に利用

できますし、環境負荷も除ける、そんなふうに感じます。そういう視点が少し入ってもい

いんじゃないかと思いました。 

○委員長 ほかに。 

○委員 先ほどの森林と今回の農用地について、国民的経営を推進していくという、そち
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らの議論が中心になるというのは、大前提としてそれが一番重要だと思います。その上で、

法律の専門家から見ますと、それを逆に制約するような問題というのがいろいろあったわ

けです。先ほどの森林の方は、要するに施業放棄地については、私有財産権だけれども、

公的性格もあるので、適切な施業の委託などもできるようにしていきたいという話だった

と思うんです。 

 それから今回の農用地につきましては、６ページに農家の役割というところで、これも

また、いわゆる耕作放棄地とか、不適切な管理の対象になっているような農用地について、

ここでもまた利用権の設定とか、あるいは管理の委託というテーマが語られているわけで

すけれども、私が言いたいのはどういうことかと言いますと、確かに所有権の問題という

のは常に出てきまして、それがこういったいろんな試みに対しては常に制約する動機づけ

になってくるんですね。 

 ただ、法律学もこの数十年そういった問題に対して決して手をこまねいていたわけでは

ありませんで、その土地それぞれの置かれた社会的特性とか、地域的特性に応じて社会的

な制約とか、公共的な役割というのは非常に重要なんだというところは、法律学でも理論

的に蓄積をされてきているんですね。ですから、森林の場合であれば、手当ての行き届い

たような優良な森林とか、あるいはこういった農地の場合でもよく耕作の手が入っていて

生産性も高いような農地、そういったものは、いわば地域社会で支えられているわけでし

て、しかも伝統的に何百年とか何十年という地域社会の共同の力で維持されてきているわ

けです。放棄されたとか、あるいは不適切な管理の対象となっているような林地とか農地

というのは社会的な管理といいますか、国民的な視点からのてこ入れというのは必要にな

ってくるだろうというふうに思うんです。 

 そういった意味で決して財産権だから、そういった強力な手を加えることができないと

いうことで法律学が確立しているわけではないということですね。この点はぜひ押さえて

おいていただければよろしいのではないかと思います。 

 一言で言えば、地域社会によって支えられた優良な林地とか農地というのは、それに伴

う社会的な義務といいますか、あるいは責務というものがあるのだろうと思いますから、

そういう視点から、今回の国民的経営の問題も制度設計をしていく必要があるだろうとい

うふうに思っています。以上です。 

○委員長 今の議論を転換して、先ほどおっしゃった耕作放棄地があって、今、農薬やな

んか使って極めて高密度に生産しているものをできるだけ、そうはやらないで幅広く使う。

耕作放棄地が持っている問題点をそれによってクリアされる。一般的に考えると、どうも

耕作放棄地まで借りて、例えばそこの賃料にすると、農業経営的に成り立たないけど、委

員の立場でお考えになると、それは社会的に必ずしも好ましくない放棄地であるのだから、

より有効に使うという法的な、制度的なメカニズム……。 

○委員 土地の価値といいますか、あるいは林地とか農用地の価値というのは、いわば、

それを増進するといいますか、本来的に期待される、あるいは本来的に具備しているよう

な価値ですね。農地としての価値とか、林地としての価値を増進する方向での公的な介入

というのは、むしろ促進されるといいますか、受け入れられてしかるべきではないかとい

うふうに思うんです。 

○委員長 わかりました。 
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○委員 先ほどの林業の話と農業の話もそうなんですけれども、結局、両方とも産業とし

て厳しい状況の中で、何とかそれを変えるべく施策を講じなければいけないというので国

民的参加というようなことで、そこが非常に距離があって、非常に現実感がない文章にな

っているというところが大きな問題だと思うんですが、振り返ってみて、これは今何をし

ているかというと、国土計画を議論しようとしているわけです。しかも、この国土計画は

国土形成計画と国土利用計画の２つの柱を念頭に置いた国土計画だということですね。そ

してそのうちの国土形成計画というのは、どちらかというと、国土のビジョンを提示する、

そういうことに主眼を置いた計画であり、国土利用計画というのは、どちらかというと、

国土の管理の方向性というふうなものを前提とした話だと思うんです。 

 この管理を前提とした議論をしていくと、どうしても管理の現状、実態というものから

大きく踏み外せなくて、非常に遠い将来との間の乖離がどうしても生じてしまって、話に

無理が生じるということなのですけれども、私は形成の議論というのは、もう少し長期的

な視野で将来像を語ってもいいのではないかと。そしてそれは、例えばで言うと、日本の

森林や農地というものが世界の環境制約なり何なりという条件の下に、もちろん業として

の形態の改善というのはありますけれども、さっき言われたみたいに、国際的なマーケッ

トが変わるということが一番大きな要因になると思うし、それはあり得ないことではない

と思うんですが、それを念頭において、むしろ、そういう遠い将来に対して、今現在との

間の現状の中でどういう方向を見いだしていくのかという議論で整理したらみたらどうな

のかというふうに思うんです。そうでないと、今ここに書いているということは、全部さ

っき国交省なのに農水省みたいな文章になってきて随分勉強したなという、これは本当に

そう思われたのか、皮肉なのか私にはよく理解できませんでしたけれども、つまり、それ

は事業官庁がやっている施策以上になかなか出せないと思うんです。ですから、そういう

意味では事業官庁と比べれば、これは国交省ですけれども、その中の計画部局というのは、

割と事業から離れてビジョンを提示するという立場にあるので、その立場を利用して、し

かし現実との間は少しベクトルとして提示するというふうなことで、全部を埋める努力は、

できもしないことはしないと。むしろ非常に大事なのは、ビジョンの確かさというものに

ついて、自分なりの確証を得るということをもっとやった方がいいんじゃないか。 

 例えば、資料からいって、逆に国土の木材自給率、それから食料自給率１００％という

ことを想定したときに、農地はどの程度要るのかとか、森林の中での人工林率はどのぐら

いであればいいのかとか、それを今との比較でいうと、人工林率は高過ぎるのか、高過ぎ

ないのか、仮に高過ぎるのだとすれば、高い部分はどこで再自然化をしていくと、最も効

率的なのかというふうな話というのがどんどん出てきて、それは少なくとも議論としても

ほかではやっていないという意味では、非常に有益であるし、そしてまたなかなか現場の

事業官庁では言えないということが言えるという意味でも、国土計画としての社会的な意

義を高めるということにもつながるんじゃないかと、そんなふうに思うんですけど。 

○委員長 いかがですか。要するに予定調和的に書かない方がいいという話と、ある意味

でつながった議論ですよね。国土形成計画は最終的にビジョンを書くわけですから、ある

調和した姿を示さないといけないわけですけれども、我々は、そこまで語る必要はない、

ある意味で、ということをおっしゃっているんですけれども、事務局、わかりました、今

の議論。 
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○事務局 現実に引きずられているところと、遠い将来のビジョンを、まさにおっしゃっ

たように、自分なりの確かさというんでしょうか、その確証をどう得るのか、自分なりの

確証を持った人々にどう訴えていくのか。その本当らしさというんでしょうか、みんなそ

うだよなというビジョンをどう出していくのかというところが商売だと自覚はしておりま

す。非常に迷っているところでございます。 

○委員長 どうぞ。 

○事務局 今の話は大変重要な話だと私ども認識をしているわけです。決して、私ども農

林省でもございませんし、国土交通省の河川局や道路局でもないわけでございます。その

意味で一つのビジョンを出さなきゃいかんということもあるわけでございますが、実は頭

が痛いのは、委員長からも何度もございますように、ブロック計画に落としたときに、そ

れなりにこなせるようなスタイルも考えてくれと言われているものでございますから、そ

こらあたりの現実との間の頭の整理なり、我々だけが一つの理念としてポーンと全国的に

出せるものとの間のギャップというものをどう整理をしていいのか、ここは実に悩ましい

ところでございまして、その意味で今やっていただいている議論というのは、かなり関係

各省やっておられることの先進的なところをややつまみ食いしているという側面がござい

ます。もう少しその辺のあたりのことを整理しながら、かつ都市の部分だとか農地の部分、

森林の部分、それから環境だとか、ランドスケープだとか、横軸を一度シャッフルした上

で、今言ったようなご指摘の点を考えてみたらどうかということで議論を進めていっては

どうかなと思っている最中でございます。 

○委員長 いかがでしょうか、関連して。 

○委員 今ブロック計画に落としたときに、きちんとした数字を出していかなければいけ

ないというお話なんですか。 

○事務局 姿です。 

○委員 数字を配分してしまうというのではなくて、姿を示すというのであれば特に問題

ないのかもわかりません。今おっしゃられたお話とそんなに違わないのかもわかりません

が、ガイドラインのようなもので方向性としてのベクトルを示す、つまりそれぞれのブロ

ックにこっちの方向ですよという程度の方向性の示し方であるなら可能なんじゃないかな

と思ったんです。 

○事務局 そこのところは、実はブロックごとにそれぞれの地域性なり、一つの持って行

き方の理念があるので、端的に言うと、私どもが何か書いて、それを金太郎飴的にブロッ

クで議論をしてほしくないというのが私どもの視野でございますので、そこのところは実

は悩ましいことでございます。 

○委員 先ほど森林でちょっと変なことを申しましたが、それと比べますと農地に関して

は、何が問題かが少し私は想像つきにくい。例えば、耕作放棄地が悪いということが書い

てあるわけですが、２ページの一番下に雑草が繁茂する、私の前の上司の日高先生は、雑

草という名の草はないと言っていたんですけれども、生態系的に言うと、これは豊かな生

態系と言えないのか。ちょっと素人の発言かもしれませんが、耕作放棄地というのはなぜ

いけないか。周辺の農地にいけないということは想像はつくわけですが、それだけで耕作

放棄地を何とかしなきゃいけないというのが、果たしてシンパシーを得るかどうかという

ことですね。これを読みますと、先ほどの森林の方がよほど災害につながって、ああは言
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ったものの、何とかしなきゃいけないのかなと。お金がなかったらどこかから工面しなき

ゃいけないのかなと私は逆に感じたほどです。 

 ただ、先ほどおっしゃった長期的なことというのを考えますと、国内のものを食えとい

う話ですが、本当に食料が逼迫すれば、食料の値段が上がるというのが多分経済学の教え

だと思いますが、現在食料の値段はどんどん下がり傾向ですね。ということは、今の傾向

で言うと余り逼迫していない。それはここにはうまく書かずに４ページに書いてあります

が、一人当たりの穀物生産面積が減っていますが、一人当たりの摂取可能カロリー量は増

えているわけでして、それが穀物の値段が下がる理由です。ただ、これがいろんな気候変

動の影響とか、本当に逼迫する、もしくはみんなが肉を食べるようになって逼迫すれば、

価格が上がって、そうすると、国内でつくるインセンティブも上がる。そうしたときに、

また再びつくれかどうかというのが多分一番大事で、水に関しては、減反しても水の使用

量はほとんど横ばいで減らされていませんので、これはある意味では、減らさずにとって

いるというふうに言えると思います。そうしますと、水田で今９００万トンしか米をつく

っていないと思いますが、それは１，２００万トンとか１，４００万トンにまた再び増や

すということが比較的容易に可能になるような転換の仕方、つまり森林にしてしまうと、

また切らなきゃいけないですので、そうしますと、例えば、湿地の回復ぐらいにしておい

て、また水田でいずれ使えるような保全の仕方を推奨するとか、そういう具体的なことも

あるのかなというふうに私は思いました。 

 食料自給１００％は、農水のホームページにちゃんと書いてあって、イモ、イモ、イモ、

時々卵とか、そんな献立になると。そうすると、食べすぎてダイエットなんて言っていな

いで、今、みんなものを食べるときに、どれがカロリーが少なそうだ、脂身やめとか言っ

ていますけれども、逆で、いかに安いお金でカロリーを高いものを摂取できるか、そうい

う世の中が来るということになろうかと思います。 

○委員 国民的経営について、林業も農業も国民的経営というような言葉がすぐ使われま

すけれども、農業も林業もそんなにアマチュアが入ってきてやれるような生易しいもので

はないと私は思います。本当にプロでなければやれないです。そしてプロであるというこ

とは、楽しいこともあるけど、苦しいことの方がその数倍多いという世界でして、報われ

ることが少なくてもやり遂げるというのがプロです。このプロでなければやれないところ

にアマチュアが入ってきてどうなるかということなんですけれども、こういう白書の中で

も、いろんな形で華々しく書かれていますけれども、実際にＵターン、Ｉターン等で田舎

の方に帰ってきてくださった方々、こういうところに取り上げられる、その背後には地域

の人たちが助けて、そして犠牲になっているからこそ華々しいことができるのであって、

そんな生易しいことではないということをまず知っていただきたいと思います。 

 それから、よくＮＰＯという言葉が使われますけれども、ＮＰＯというのは、都会では

いざ知らず、地方においては本当に厄介な存在です。いい加減で困った存在と言ってもい

いかと思うんですが、プロではなくて、そしてアマで、それも口を出すけど長続きしない。

大体そういったところに決まっています。もし関係した方があったらごめんなさい。そう

いうようなものだというふうに思います。 

 それで、何を言いたいかといいますと、プロが育つ環境をどうつくるかということだと

思います。さっきもご意見が出ていましたけれども、権利と義務の話が出ていましたけれ
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ども、財産を所有している、その権利を振りかざして協力しない、それが困っているとい

うことでありまして、農地の流動性を高めるという工夫もいろいろなされるのですけれど

も、法律を変えてなりたいという人が参入する素地をどんどんつくってくださっています

けれども、実際に進みません。なぜ進まないかというと、持っている人が手放さないで、

そういう法的整備がいくらなされても、実際には動かないんです。それで、放棄地になっ

ているところを隣の人がつくりたいんです。つくりたいけれども、つくらせてくれないん

ですよ。そして山の中に木が倒れていて、川に流れて危ないから何とか入らせてくれとい

っても入らせてくれない。そういうような人が多いんですね。 

 さっきお話が出ていましたように、私も田舎に住んでいる身ですけれども、税金をかけ

るべきだと思います。農地にも林地にも。そしてしっかり税金をかけて、その税金をかけ

た上で管理した人には免税するとか何とかいうようなことであれば、自然に集中してくる

と思うんです。税金かけられて嫌だったら、売りなといっても買い手もないから値段が下

がります。値段が下がってどうしようもなくなったら、自治体に寄付してもらえばいいし、

そうすれば使いようだって考えられます。そういうプロが育つ、その方法……。 

○委員長 税金じゃなくて課金する？ 

○委員 はい、すみません、課金する。そういうプロが育つ素地をぜひ考えていただきた

いと思います。 

○委員 林地と農地というのは改めて問題の類似性が高いという感じがいたしました。そ

の問題は基本的には何かというと、林地はかなり長期的な作付をやりますし、農地の場合

は基本的には１年サイクルであるという点で、対応の問題もかなり違うんですけれども、

即応性が非常に低いということなんだと思うんです。明日いるから今日何とか頑張ったら

間に合うというようなものではなくて、資源としてきっちり管理して次世代に残していか

なきゃいけないというところが非常に問題だと思います。このレジュメにも書いてあるん

ですけれども、長期的に食料が逼迫する可能性がある。私もそう思っているんですけれど

も、その場合に、資源として全体としてどれだけを残すのか、管理していくのかというこ

とと、当面、使える農地をどう使っていくのかという問題というのは、ある程度整理して

議論する必要があるだろう。そこで、「粗放管理」という言葉がここで使われているので

すけれども、私も粗放管理は非常に重要だと思っております。ただ、粗放管理の例示がさ

れているのが多面的機能の発揮の観点でというふうに書いてあるんですが、これはさっき

から出ている外部効果の問題でありまして、もっと原則的なところでの資源管理という中

で粗放管理を位置づけていただきたいというふうに思います。 

 もう一つ、限界的農用地ということが書かれていますが、農業の場合の限界地というの

はそんな固定的ではなくて非常に移動するわけです。そういう移動する範囲の中で集約的

に管理されたり、粗放に管理されたりするわけで、こういったエリアをどうするのかとい

うのは、一面的な形ではなかなかおさまらない。だからこそ、限界農地に対して粗放管理

をうまく入れていくということが大切なんじゃないかというふうに思っております。 

 あと一点申し上げたいんですけれども、この中で地産地消というキーワードが出ており

ましたが、先ほど森林の管理なんかでもそうなんですけれども、農業サイドでいくと農法

の問題なんですけれども、今までの日本の農業というのは、単作化に向いてきたわけです。

商品生産の傾向を強めて。だけれども、有機農業ということになってくると、土地の能力
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をいかに生かせるかということは、農法にとって非常に重要な問題なんですけれども、何

を契機として変えていけるのかというと、１つは地産地消なんかが一つの契機になるだろ

う。それはマーケットの構造そのものを変えていくベクトルを持たないと、この辺のとこ

ろは絵空事になってしまう。その辺のところで踏み込んでいけるのかどうかというところ

がもう一つ課題としてあるのかなという気がいたしました。 

○委員 先ほどの森林と農地も同じなんですけれども、基本的に日本をどうやってたたん

でいくのかという議論というのが非常に重要なのかなと。それでどうやってたためばいい

のかということなのかなというふうにも思っています。 

 ５ページのところに過疎化、高齢化によって弱体化した集落の連携をうにゃうにゃとい

うところがあるんですけれども、要するにどの集落を残して、どうしていくのかというの

は非常に重要な問題で、例えばライフライン、ずっとそこの集落に道を残していく、それ

から電気は民間がやりますけど、それから防災面でその裏の山が崩れそうなら、ずっとそ

こでは整備していかないといけませんし、ハードだけならいいんですけれども、むしろ大

変なのはソフトの方で、日本国民である以上、同レベルの医療ですとか、それから高齢者

の多い中山間地なんかで、介護保険の人がいかないといけない。それからあとさらに教育

もやらないといけない。そういうことをやるためには、道もちゃんとしないといけない、

そういうサービスをやるためには人も持っていかないといけない。それを人口が減る中で

どこまでその維持ができていくのかというのが、今後３０年を考えると大きな問題だとい

うふうに思います。 

 実際問題、どこをどうすればいいのかということだと思うんですが、基本的にはよいと

ころは伸ばす、もういいところは、長時間かけてたたんでいくというのが重要かなと。Ｕ

ターン、Ｊターンの方がおられるというのは、むしろ、その集落にとってはたたんでいく

ときに、もともとおられる方は、これも地震で聞いたお話なんだけれども、それほどの水

も電気もなくても、畑の物を食べてやっていけるということがありますけれども、もし戻

ってきた方だと、私たちの都会の人と一緒ですから、１００％のライフラインが機能して

いないといけないということになりますし、そこをサポートしていくのは非常に難しいん

です。それは伸ばすというところに、そういう方は行っていただいて、今後どうやって日

本をたたんでいくのか、たたみ方というのは、先ほども申し上げましたけれども、要する

に人の手を入れなくても持続可能なところに戻していくというのをどういうふうにしてい

くのかというのが、今後の国土形成ビジョンの方ですね、どうやってたたむんだという、

どこをたたむんだということが非常に重要かなというふうに思います。 

○委員長 日本をたたむ議論が、例えば地域ブロック計画で本当にできるのかどうかとい

うのはちょっと心配しているんです。 

○委員 できないんじゃないですかね。 

○委員 ちょっとアイディア的な話になりますが、「やはり農地については、利用だ」と

いうお話なんですけれども、不動産の利用について、昔の借地権等に加えて新たに定期借

地権というものが出てきたように、一定の期間を決めてきちんと変換するというような仕

組み、あるいは昨年末の信託業法の改正で、信託会社というものが比較的簡易につくられ

るようになったんですが、その信託的な譲渡、信託的な管理ということも、これはひょっ

としたら亘理委員の専門分野かもしれませんが、そういうものがあってもいいのかなとい
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うようなことを感じました。 

 それから、先程の資料２の森林の話に関してですが、利用者のところの経済的資源がど

うかということでもあると思います。経済的資源と言うことをを全く抜きにして木材等は

考えられないと思いますから、木材を利用した新築住宅がほかの住宅と同じ税の優遇等で

いいのか、車であれば、環境に配慮した車に優遇措置があって、木材というか、そういう

環境に配慮した家であれば、そういうものがないのはどう考えたらいいのかというような

ことを感じました。 

 以上です。 

○委員長 ありがとうございました。まだご議論あると思いますけれども、とりあえず、

時間がきてしまいました。どうぞ。 

○事務局 国土形成計画についてはビジョンの先進性ということを言っていただきまして、

確かに国土庁時代に全国総合開発計画をつくっていたとき、これはビジョンの先進性とい

うことがあったんですけれども、今回国土交通省に所掌が移り、法改正をしたというのは、

国土形成計画の実効性をできるだけ高めるという目的があります。したがいまして、計画

の中である程度国土の管理につきましても、制度設計ですとか、もし業の話で何か突っ込

める話があるのであれば、実効性を高める形で記述をしたい。これはここだけではなくて、

ほかのところでも具体的な税の話であるとか、制度設計であるとかというところまで議論

してもらうということにしております。ちょっと前の全総計画よりはさらに実効性という

ところにシフトをしたい。そういう意味でこういう計画もあるということを補足させてい

ただきたいと思います。 

○委員長 事務局から何かありますか。 

○事務局 どうもありがとうございました。次回の会合でございますけれども、１２月１

日の木曜日の１８時からでございます。開催場所ですけれども、本日と同じで３号館１１

階共用会議室、ここで開催いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それからメールで数日前からご案内しておりますように、後藤委員にお願いいたしまし

て、１月の末から２月の中旬にかけまして、いずれかの週の金、土で当委員会を臼杵市で

開かせていただくということでお願いしております。日程調整のご案内を差し上げており

ますので、恐縮ですが、できるだけ早く教えていただければと思います。まずは飛行機を

押さえなければいけませんので、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。 

○委員長 よろしくお願いいたします。それでは、これをもちまして、本日の委員会を終

わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

                  閉   会 


